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令和６年１月２６日 

教育部教育総務課 

 

令和５年第４回調布市議会定例会について（報告）  

 

１ 会期（１１月３０日～１２月１９日までの２０日間） 

 

 

２ 市長提出議案・市長報告 計３３件（教育部関連３件）―全て可決 

 案件名 概要 

1 議案第６６号 

令和５年度調布

市一般会計補正

予算（第４号） 

〈歳出〉  

◎教育費総額（７，０８０万円余）  

【主な内訳】  

・若葉小学校・第四中学校施設整備に伴うアドバイザリー業務委託費

（小学校費）（１６０万円） 

・富士見台小学校給食室改修工事設計業務委託費（２，０００万円） 

・柏野小学校受変電設備改修工事（３，０００万円） 

・若葉小学校・第四中学校施設整備に伴うアドバイザリー業務委託費

（中学校費）（１６０万円） 

・下布田遺跡用地取得に伴う用地特別会計への繰出金（融資を受ける

事業資金に対する利子分）（６８万円余）  

・指定寄附に伴う調布市美術作品等取得基金への繰出金  

（１，６９２万円余）  

〈繰越明許費〉  

◎教育費総額（２１，３１０万円） 

【主な内訳】  

・小学校施設改修設計費（６，５００万円）  

（第二小学校・柏野小学校体育館内部改修工事設計業務委託）  

（富士見台小学校給食室改修工事設計業務委託）  

（多摩川小学校給食室改修工事設計業務委託）  

・小学校施設改修事業費（第一小学校普通教室整備工事）  

（７，５００万円）  

・小学校設備改修事業費（柏野小学校受変電設備改修工事）  

（３，０００万円）  

・若葉小学校・第四中学校等施設整備支援事業費（若葉小学校・第四

中学校施設整備に伴うアドバイザリー業務委託）  

（３，３２０万円）  

・図書館等設備改修設計費（図書館佐須分館・佐須ふれあいの家及び
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佐須児童館設備改修工事設計業務委託）（９９０万円）  

〈債務負担行為〉  

◎教育費総額（１，３４３，７００万円） 

【内訳】 

・若葉小学校・第四中学校・図書館若葉分館施設整備等事業施設取得，

施設維持管理（１，３４３，７００万円） 

2 議案第７９号 

調布市八ケ岳少

年自然の家の指

定管理者の指定

について  

次のとおり調布市八ケ岳少年自然の家の指定管理者を指定する。  

１ 施設の名称 調布市八ケ岳少年自然の家  

２ 指定管理者 長野県南佐久郡小海町大字千代里２３９２番地１ 

株式会社フードサービスシンワ  

代表取締役 有坂 康躬 

３ 指定の期間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで  

3 議案第８２号 

財産の取得につ

いて 

次のとおり建物を取得する。  

１ 取得の目的 調布市立若葉小学校仮設校舎用建物  

２ 建物の所在 調布市若葉町３丁目１７番地５ 

３ 建物の構造及び延べ面積  

構  造 軽量鉄骨造２階建て  

延べ面積 ８３，９８５平方メートル  

４ 予 定 価 格 ３９，５２３，０００円 

 

 

３ 陳情５件（うち，教育部関連０件） 

 

 

４ 一般質問１８人（うち，教育部関連１２人） 

○磯邉  隆 議員（調布ミライ政策会議） 

質問

要旨 

１ 水辺の環境学習について  

(1) 多摩川・野川を活用した環境学習について  

２ 教員の働き方改革について  

(1) 中学校の部活動のアウトソーシングについて  

(2) 学外のイベントの広報の手段について  

３ 子どもたちの健康面について  

(1) さらなる給食のオーガニック化の促進について  

(2) 化学物質過敏症について  

４ 郷土博物館について  

(1) 特別展示の更新頻度について  

(2) 50周年に向けての企画について  

答弁

概要 

（教育長答弁）  

多摩川・野川を活用した環境学習についてお答えします。  

家庭や地域社会を取り巻く環境の変化や，ライフスタイルの変化に伴い，子ど
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もたちの自然体験や野外での遊び等の機会が少なくなってきていると言われて

おります。一方，本市は多摩川，野川，深大寺自然広場や「かに山」といった自

然が豊かな環境にあります。河川等は子どもたちにとって自然体験ができる身近

な空間の一つであると認識しております。  

市教育委員会では，全ての市立小・中学校において，各学校の地域性を十分に

活用した環境教育に取り組み，特色ある教育活動の充実に向けた取組を推進して

おります。引き続き，子どもたちが環境との関わりについての理解を深め，豊か

な人間性を育んでいくために，自然体験などの様々な体験活動の機会の充実に努

めて参ります。  

 

（教育部長答弁）  

中学校の部活動のアウトソーシングについてお答えします。  

学校教育活動の一層の充実及び学校の働き方改革の一環として，市教育委員会

では，教員に代わり部活動指導を担う部活動指導員の配置を令和４年度から進め

ており，令和５年度は，市立中学校７校に１８人を配置しています。また，顧問

の教員と連携・協力しながら部活動のコーチ等として技術的な指導を行う外部指

導員による支援も市立中学校８校で実施しています。  

他方，部活動指導は，教員の奉仕的な教育活動で実施しており，やりがいを感

じている教員がいる一方で，専門性がない教員が指導せざるを得なかったり，休

日も含めた部活動の指導が求められたりするなど，教員にとって大きな業務負担

となり，長時間勤務の要因の一つとなっています。  

スポーツ庁は令和４年１２月に，「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在

り方等に関する総合的なガイドライン」を策定し，学校と地域との連携・協働に

より生徒の活動の場として整備すべき新たな地域クラブ活動の在り方を示して

います。国は，令和５年度から令和７年度までの３年間を改革推進期間と位置付

け，地域連携・地域移行に取り組みつつ，地域の実情に応じて可能な限り早期の

実現を目指す方針を出しています。  

本市においても，改革推進期間において，休日における部活動の地域連携や地

域クラブ活動への移行が推進されるよう，本年１１月に部活動地域連携・地域移

行に向けた庁内における準備会を立ち上げ，持続可能で発達の段階やニーズに応

じた多様な活動ができる環境を整えるための検討を始めております。引き続き，

市長部局をはじめ関係機関や地域とも連携して検討して参ります。  

 

学外のイベントの広報の手段について，お答えします。  

はじめにこれまでの経緯についてです。市立小・中学校には，市教育委員会が

主催する事業のほか，各種団体が行うイベントの案内など，日々様々なチラシが

届くため，学校からは，児童・生徒へ配布するための枚数確認，仕分けの時間な
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どが負担であるとの意見や，保護者からは，学校教育活動以外のチラシは紙資源

削減の観点からも不要であるとの声が市教育委員会へ寄せられていました。  

このことを受け，市教育委員会では，令和４年１月に学校へのチラシ配布に関

するルールを作成し，市教育委員会主催事業を除き，原則，児童・生徒へチラシ

は配布せず，校内へのポスター掲示のみとしています。この取組により各学校か

らは，児童・生徒へのチラシの配布時間等が削減され，学校の働き方改革につな

がったなど，見直しを評価いただいた一方で，イベントの周知を希望する団体か

らは，多くの児童・生徒へ周知するための工夫を求める意見が寄せられています。 

このため，現在，保護者向けの情報配信システムを活用した電子データの配信

や，各種団体へちょうふ地域コミュニティサイト「ちょみっと」の掲載手続きを

案内するなど，児童・生徒を対象としたイベント情報の周知に関する新たなルー

ル作りに取り組んでいます。  

引き続き，学校の負担軽減とあわせて，児童・生徒とその保護者に有益なイベ

ント情報が適切に伝わるよう，広報のあり方を検討して参ります。  

 

学校給食のオーガニック化の促進についてお答えします。  

市教育委員会は，「調布市立学校給食物資食材取扱基準」に基づき，原則とし

て，国産又は国内製造品のものや，遺伝子組み換えのないものを，市立学校の給

食の食材として使用しております。また，専門知識を有する学校栄養士が各学校

の献立作成や食材選定を行い，食品取扱事業者を通じて，原材料の確認をするな

ど，安全・安心な学校給食の提供に取り組んでいます。  

現在，物価の高騰により，さまざま食材が値上げされている中，限られた学校

給食費で，安定的に大量の食数を児童・生徒に提供する必要がある一方で，オー

ガニック給食の導入に当たっては，使用する有機米等の価格の安定性や流通量の

確保などの課題があります。その中で，減農薬の特別栽培農産物である木島平村

の米やリンゴなどの果実類，生（なま）きくらげなどのきのこ類，アスパラガス

などの野菜を可能な範囲で使用しております。また，市内の登録農家と学校栄養

士及び調理員で組織する，Ｓ＆Ａ（スクールアンドアグリカルチャー）と連携し，

できるだけ農薬を使用せず栽培された２０種類以上の地場産野菜を優先的に使

用しています。  

今後も安全に配慮した食材の使用に取り組んで参ります。  

 

学校における化学物質過敏症への対応についてお答えします。   

市立小・中学校は，「調布市立学校における室内化学物質対応マニュアル」に

基づき，定期的な教室内の換気や空気の検査，工事等における配慮等に取り組ん

でいます。また，化学物質に関して配慮が必要な児童・生徒が在籍する学校では，

香料などを含まない手洗い石けんや洗濯用洗剤の使用，本人専用の給食衣の貸与



5 

 

のほか，教職員向けの研修など，当該児童・生徒とその保護者との意見交換を通

じて，個別に必要な対応を継続して参りました。  

令和５年度においては，当事者である児童が在籍する学校の保健だよりに，香

りへの配慮を求める内容を掲載し，全児童とその保護者へ周知を図りました。ま

た，消費者庁等５省庁が作成した香りに関するポスターを各学校，社会教育施設

へ掲示したことに加え，市教育委員会職員を対象とした「調布市立学校における

室内化学物質対応マニュアル」に関する研修等を通じて，より多くの人が化学物

質過敏症への理解を深め，周囲が自然に配慮できる環境づくりに向けた意識啓発

に取り組んでおります。   

引き続き，定期的に開催している調布市立学校における室内化学物質対策推進

協議会などを通じて，当事者である児童・生徒の保護者から直接御意見を伺いな

がら，一人ひとりに寄り添った対応に努めて参ります。  

 

特別展示の更新頻度についてお答えします。  

郷土博物館では，所管する博物館事業と文化財事業を一体的に展開し施策の成

果向上を図る観点や，コロナ禍などの社会変化や諸課題に効果，効率的に対応す

る観点等を踏まえ，毎年度，事業計画を策定しており，その計画の中に展示活動

の内容を定め実施しています。  

郷土博物館１階展示室を活用した展示活動には，常設展示以外に企画展，郷土

学習展，特別展，収蔵品展などがありますが，これらの実施回数は，令和元年度

から令和３年度までが年３回，令和４年度は年２回，令和５年度は年３回の予定

です。令和４年度は，特別収蔵庫内資料の整理作業や，その成果を基にした収蔵

資料データベースの整備に注力したため，実施回数が年２回と前年度より１回の

減となりました。  

博物館事業における常設展示以外の展示活動については，適時適切なテーマ設

定で好評いただいております。引き続き，資料の収集，保存，調査・研究，教育

普及活動や文化財保護事業とともに，郷土博物館の主要事業として各年度の実施

回数を検討して参ります。  

 

５０周年に向けての企画について，お答えします。  

郷土博物館は，昭和３０年代の都市化の進展に伴い，従来の生活様式が失われ

ていくことを憂慮する多くの市民の熱意に支えられ，昭和４９年１１月に開館

し，来年１１月に５０周年を迎えます。  

５０周年に向けた記念事業として，現在，半世紀に亘る郷土博物館のこれまで

のあゆみを振り返る企画展と，最新の発掘成果や調査研究，新収蔵資料を生かし

た常設展のリニューアルについて，内容，スケジュール，予算等を含め検討を進

めております。記念事業は，常設展のリニューアルを主軸に据えているため，現
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段階では，文化会館たづくりを活用した記念セレモニーや企画展の開催を予定し

ておりません。  

なお，移動展等における郷土博物館以外の会場利用については，これまでの実

績から，偶然会場に来られていた方にも興味・関心を持っていただくきっかけと

なるなど，より多くの方に観覧いただける機会と認識しておりますので，今後も

引き続き，検討，実施して参りたいと考えております。  

 

○青山  誠 議員（チャレンジ調布） 

質問

要旨 

１ 調布市におけるグローバル人材の育成とカナダ・ケベック州との包括連携に関

する共同宣言の活用について  

(1) 学校教育におけるグローバル人材の育成の現状について  

答弁

概要 

（教育長答弁）  

学校教育におけるグローバル人材の育成の現状についてお答えします。  

近年の急速なグローバル化に伴い，自分と異なる価値観や文化的背景，歴史を

もつ人々との交流が，今後一層活発化することが見込まれます。  

このことを受け，市教育委員会では，調布市教育プランにおいて，国際社会で

活躍できるグローバルな人材の育成を主要事業に掲げ，様々な取組を推進してい

ます。国際感覚や豊かなコミュニケーション能力を育成するため，英語の授業で

は，児童・生徒が英語によるコミュニケーション能力を身に付けることができる

よう，ネイティブスピーカーである外国語指導助手，いわゆるＡＬＴを配置し，

指導の充実を図っています。  

また，本年からは，市内公立中学生を対象に体験型英語学習施設「 tokyo global 

gateway green springs」での英語体験を開始しており，生徒が英語を使用する

楽しさや必要性を体感することで，主体的に外国語を用いてコミュニケーション

を図る素地の更なる育成に取り組んでいます。そのほか，異文化理解・国際交流

の取組では，オリンピック・パラリンピック教育を継承した学校２０２０レガシ

ーとして，豊かな国際感覚が醸成されるよう，外国人留学生や大使館との交流な

ど，学校毎に特色ある教育活動に取り組んでおります。  

今後も，引き続き，様々な教育活動を通じ，グローバル社会で活躍できる人材

を育成できるよう，市教育委員会として取組を進めて参ります。  

 

○田中  謙二 議員（自民・維新の会） 

質問

要旨 

１ 小・中学生のキャリア教育について  

(1) キャリア教育の現状と課題について  

(2) 社労士による「出前授業」の活用について  

答弁

概要 

（教育長答弁）  

キャリア教育の現状と課題についてお答えいたします。  

市教育委員会では，子どもたちの徳・知・体の調和のとれた成長と，社会の変
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化に主体的に対応できる力の育成を学校教育の目標とし，子どもたちの自ら社会

貢献しようとする意欲を育み，社会的に自立するための基礎を培う教育活動を推

進しております。  

キャリア教育の推進に当たっては，子どもたちが学ぶことと自己の将来とのつ

ながりを見通しながら，社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能

力を身に付けていくことが重要であると認識しております。現在，市立小・中学

校においては，教育活動全体を通して計画的にキャリア教育を展開しておりま

す。具体的には，子どもたちの発達の段階に応じた職場見学・職場体験活動や企

業と連携した授業などを通して，望ましい勤労観・職業観を育んでおります。  

他方，キャリア教育を更に推進するためには，義務教育９年間を見通した取組

を行うことが課題であると捉えております。その課題の解決に向けて，小学校か

ら高等学校までのキャリア教育に関わる活動について，自らの学習や活動の記録

をまとめたファイルである「キャリア・パスポート」の活用を進めているところ

です。本パスポートは，小学校から高等学校まで，学校段階を越えて引き継がれ

るものです。各学校及び学年・学級では，本パスポートにより，子ども自身が日々

の学習や生活の見通しを立て，学んだことを振り返りながら，新たな学習や生活

への意欲につなげたり，将来の生き方を考えたりできるよう工夫しております。 

今後も，子どもたちが自らの将来に夢や希望をもち，主体的に進路を選択でき

るようキャリア教育の充実に取り組んで参ります。  

 

（教育部長答弁）  

社労士による「出前授業」の活用について，お答えいたします。  

現在，市立小・中学校においては，学習指導要領が示す各教科等の学習内容の

理解をより深めるため，様々な外部人材を活用した教育活動を展開しており，キ

ャリア教育においても，社労士をはじめとする見識のある専門家を活用すること

は有効であると捉えております。  

今年度は，市立小学校において，社労士による「出前授業」を実施しました。

身近な事例やロールプレイングを通して，子どもたちは労働に関するルールや社

会保険のしくみについての理解を深めました。子どもたちからは，「働くとはど

ういうことか詳しく知ることができてよかった」，「自分の将来を考えるきっかけ

になった」などの肯定的な意見が挙がりました。  

今後も，市教育委員会では，定例校長会等の機会を通じ，社労士をはじめ多様

な専門家による「出前授業」の周知を図るなど，各学校において創意工夫を大切

にしたキャリア教育が展開できるよう支援して参ります。  
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○松野  英夫 議員（公明党）  

質問

要旨 

２ 視聴覚資料の返却について  

(1) ブックポストへの返却について  

答弁

概要 

（教育部長答弁）  

視聴覚資料の返却についてお答えします。  

市立図書館で所蔵するＣＤやＤＶＤなどの視聴覚資料については，紙の資料に

比べ，もとより大変破損しやすい材質であり，丁寧に取り扱う必要があります。 

また，ブックポストは，大量の本を返却いただけるよう収容量を確保するため，

構造上，投函口からポストの底まで一定の高さを設けていることや，先に投函さ

れた資料の上に，後から投函された資料が落下することから，ブックポストにＣ

ＤやＤＶＤなどの視聴覚資料を返却すると，破損する恐れがあります。さらには，

視聴覚資料は貸出点数を最大３点としており，中身の取り違えが発生しやすいた

め，返却時に職員が確認する必要があります。こうしたことから，直接図書館の

カウンターに返却するよう利用者にお願いしています。  

なお，都内他自治体でブックポストへの返却を可能としている北区，足立区に

確認したところ，実際は，図書館のカウンターへの返却が圧倒的に多く，ブック

ポストの利用は少ないとのことでした。これは，返却の際に，また次の資料を借

りて帰る，いわゆる繰り返し利用が多いことが一因とのことです。他方，市立図

書館では，本年１０月から視聴覚資料の貸出期間を，これまでの一週間から二週

間に延長するなど，利便性の向上に努めたところです。  

今後も，視聴覚資料の利用促進を図るため，利用者ニーズを踏まえ，利便性の

向上については，多面的に検討してまいります。  

 

○阿部  草太 議員（チャレンジ調布） 

質問

要旨 

１ ＰＴＡをよりよい形で継続していくための施策について  

(1) 現状認識と今後について  

ア ＰＴＡの今後の推移予測について  

イ ＰＴＡが解散した際に想定される課題について  

(2) 補助金について  

ア 各ＰＴＡの活動への補助金交付について  

答弁

概要 

（教育部長答弁）  

ＰＴＡの現状認識と今後についてお答えします。  

ＰＴＡは，学校行事の運営補助，保護者や地域で子どもに関わる大人の教育力

を高めることを目的とした家庭教育セミナーの実施，通学路の見守り活動等，

様々な事業を通して，学校運営を側面から支えるとともに，学校長をはじめとす

る教育関係者と協働して，学校が抱える諸問題の解決に御尽力いただいておりま

す。ＰＴＡ活動の継続に課題が生じた場合には，学校運営に影響が出る可能性も

あると認識しております。  
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近年，共働き世帯の増加等を踏まえ，各学校において，新入生の保護者に対し，

事前に任意加入であることの説明や加入の意思確認を行う取り組みが広がって

おります。また，ＰＴＡを運営している保護者の負担軽減を目的に，アプリやオ

ンラインを活用するなど，各学校の状況に応じた取り組みが増えていると伺って

おります。今後も，それぞれの地域の状況に応じた工夫を重ねながら，ＰＴＡ活

動が継続されていくことを期待しております。  

 

補助金についてお答えします。  

現在，市教育委員会は，調布市公立学校ＰＴＡ連合会の実施する中学生のため

の「進学フェア」や時宜にかなった教育テーマについて考える「教育懇談会」な

どといった活動に対して調布市公立学校ＰＴＡ連合会補助金を交付することで，

ＰＴＡ連合会を通して，市内における各学校のＰＴＡ活動の支援を行っておりま

す。  

各学校のＰＴＡで行われている個別の事業については，それぞれのＰＴＡが実

施内容を決定するものであり，運営費についても，各学校のＰＴＡで負担される

ものと認識しております。そのため，各学校のＰＴＡの運営に対して，補助金を

交付する考えはありません。今後も，市内各学校におけるＰＴＡの活動について

は，調布市公立学校ＰＴＡ連合会との連携を図りながら，必要な支援をして参り

ます。  

 

○平野  充 議員（公明党） 

質問

要旨 

１ いじめによる社会的問題について  

(1) いじめに対する市及び市教育委員会の意識・取組について  

イ いじめが起こる原因がどこにあるのか、市の捉え方を伺う  

ウ 子どもたちの間でいじめをなくすための学校での具体的な取組について  

答弁

概要 

（教育長答弁）  

いじめに対する意識・取組についてお答えします。  

いじめは，子どもたちの生命や心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響

を及ぼす極めて深刻な問題です。また，いじめは，「どの子どもにも，どの学校

においても起こり得る」ものと認識した上で，早期発見・早期対応を図る必要が

あります。いじめの根絶を目指し，未来を担う子どもたちの命をいじめから守る

ことは，市教育委員会の責務であると強く認識しております。  

市立小・中学校においては，これまでも年３回のいじめについてのアンケート

調査や，各校に配置しているスクールカウンセラーによる面談等により現状把握

に努めるとともに，教職員が一体となって早期発見・早期対応を実践しておりま

す。今後も，子どもたちの小さな変化やＳＯＳに気付くことができるよう，研修

等により教職員のいじめの防止等に対する理解を深めるとともに，その対応力の

向上に資する取組を推進していきます。また，いじめは学校だけでなく，あらゆ
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る場においても起こる可能性があります。今後も保護者や地域，関係機関と連携

し，地域社会全体で子どもを見守っていけるよう努めていきます。  

市教育委員会は，いじめを決して許さず，子どもたちを徹底して守るという決

意で，全力を尽くして参ります。  

 

（教育部長答弁）  

いじめが起こる原因及びいじめをなくすための学校での具体的な取組につい

てお答えします。  

いじめが起こる原因は，国が実施している「児童生徒の問題行動・不登校等生

徒指導上の諸課題に関する調査」の中で，いじめの原因と背景として，児童生徒

本人の問題，家庭の問題，学校の問題の３つに分けて示されています。実際には，

様々な背景が複合的に合わさり，明確にはされていない現状がございます。  

他方，調査の中の「いじめの態様」では，「冷やかしやからかい，悪口や脅し

文句，いやなことを言われる」という項目が全体の７割を占めており，多くの子

どもたちが，このような行為がいじめであると捉えていることから，こうした場

面を極力なくしていくことが重要であると認識しています。  

学校では，未然防止に向けた取組に重点を置き，いじめを生まない，許さない

学校づくりを行っております。具体的には，「学校いじめ対策委員会」を中心と

した，定期的な会議の開催や，アンケートの実施により，いじめの早期発見に努

めるとともに，悩みや不安がある場合は，抱え込まず身近な大人に相談すること

の大切さを指導する「ＳＯＳの出し方に関する教育」を実施しております。また，

スクールカウンセラーによる小５・中１の全員面接により，相談機会の充実を図

るとともに，子どもたちへ貸与しているタブレット端末に，いじめ等に関する相

談先を記載したチラシを掲載しております。  

これらの取組を行いながら，市教育委員会として，引き続き，いじめの防止対

策を推進して参ります。  

 

○木下  安子 議員（生活者ネットワーク） 

質問

要旨 

１ 香害予防に向けてさらなる取組を  

(2) 子ども施設での対策強化について  

ア 小・中学校で実態調査を  

答弁

概要 

（教育部長答弁）  

子ども施設での対策強化のうち，小・中学校での実態調査についてお答えしま

す。  

現在，市立小・中学校においては，香りを含む化学物質に対する過敏症と診断

されている児童が若干名おります。このため，当該児童がより過ごしやすい学校

環境を整えられるよう，児童及び保護者と十分に話し合いを行った上で，合成石

けんから無添加石けんへの切り替えや，本人専用の給食衣の貸与など，速やかに
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実践できる対策を行っております。あわせて，全校集会や保健だよりなどを通じ

て，香りを含む化学物質過敏症に関する意識啓発にも取り組んでいます。  

市教育委員会は，現時点で実態調査を実施する予定はありませんが，宝塚市の

アンケート調査結果の自由意見で特に多かった，給食衣の使用に関する意見を参

考として，共用を基本としつつ，希望者は個人所有のものの持参も可能とするな

どの取組について検討して参ります。また，香りの害に関するポスターによる周

知と併せ，学校だよりなどを通じた全校における意識啓発にも取り組んで参りま

す。  

 

○佐藤  尭彦 議員（自民・維新の会） 

質問

要旨 

１ 地域脱炭素に向けた取組について  

(3) 教育における脱炭素の取組について  

答弁

概要 

（教育部長答弁）  

教育における脱炭素の取組について，お答えいたします。  

学習指導要領では，これからの学校教育の役割として，一人一人の児童・生徒

が持続可能な社会の創り手となることができるようにすることと示されていま

す。このことを受け，市立小・中学校においては，児童・生徒が環境問題などに

目を向け，積極的に関わろうとする意欲や態度を育む教育を展開しております。 

具体的な取組として，小学校においては，多摩川を活用した自然体験学習や校

舎の屋上を利用した水耕栽培，クリーンプラザふじみの見学などの取組を通し

て，子どもたちが身近な環境に興味・関心をもてるようにしております。中学校

においては，生徒一人一人がテーマを設定し，調べたことを発表する学習を通し

て，様々な環境問題についての理解を深められるようにしております。いずれの

取組も，子どもたちが，脱炭素につながる環境保全について課題意識をもつ貴重

な機会となっております。  

市教育委員会は，今後も学習指導要領の着実な実施を通して，子どもたちが脱

炭素をはじめとする地球規模の課題を自分事として捉え，解決に向けて自ら行動

しようとする力を身に付けられるよう，教育活動を充実させて参ります。  

 

○沼田  亮 議員（自民・維新の会） 

質問

要旨 

２ 英語教育について  

(1) 英語教育の現状について  

(2) 今後の展望について  

答弁

概要 

（教育部長答弁）  

英語教育の現状についてお答えします。  

グローバル化が急速に進展する中で，外国語によるコミュニケーション能力

は，生涯にわたる様々な場面で必要とされることが想定され，その能力の向上が

課題であると捉えています。  
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現在の学習指導要領では，コミュニケーションを特に重視していることに加

え，英語の４技能と呼ばれる「読む・書く・聞く・話す」をバランスよく伸ばし

ていくことが目的とされています。  

令和４年３月，東京都教育委員会では，東京グローバル人材育成指針を策定し，

様々な施策を推進しています。その指針を受け，市教育委員会は，同指針で示さ

れている学校における具体的な取組のガイドラインを活用し，市立学校におい

て，効果的な英語教育の取組につなげております。具体的には，実践的な英語教

育の充実に資するために，各学校の英語担当教員で組織する英語教育推進委員会

において，各学校の好事例の共有及び指導力向上に向けた研修を年間３回実施し

ています。  

また，豊かなコミュニケーション能力を育成するための取組としては，英語の

授業において，児童・生徒が英語によるコミュニケーション能力を身に付けるこ

とができるよう，ネイティブスピーカーである外国語指導助手，いわゆるＡＬＴ

を配置し，指導の充実を図っています。  

更に今年度から，市立中学校２年生が，体験型英語学習施設 tokyo global 

gateway green springsでの英語体験を開始し，コミュニケーション能力の素地

の更なる育成を図るなど，様々な取組を複合的に行いながら英語教育の充実に努

めているところです。  

 

今後の展望についてお答えいたします。  

市立小・中学校における英語教育は，学習指導要領はもとより，東京グローバ

ル人材育成指針等に基づいて展開しております。  

東京都が目指す「使える英語力」の習得のために，これまでも，通常の英語の

授業では，教員は英語で指示を出すなど，英語を使うロールモデルとなるととも

に，子どもたちは，英語で簡単なスピーチをしたり，相互にやり取り・スモール

トークをするなど，英語を使うことを基本として行い，成果を上げております。

これに加え，今般の体験型英語学習施設や外国語指導助手（ ALT）の効果的な活

用など，英語によるコミュニケーションの機会を更に充実させることが必要であ

ると考えています。  

議員ご提案の，高崎市の事例については，現状において，市単独での実施は難

しいものと考えますが，今後も引き続き，国や東京都等の施策動向を注視すると

ともに，他自治体の先進事例を調査研究しながら，英語教育の推進に努めて参り

ます。  
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○清水  仁恵 議員（チャレンジ調布） 

質問

要旨 

１  「住みたいまち」「訪れたいまち」へ  －持続的発展を目指す魅力あるまちづ

くりを－ 

(2) 文化財を含む地域資源の活用について  

答弁

概要 

（教育部長答弁）  

文化財を含む地域資源の活用についてお答えします。  

深大寺水車館は，市内で最後まで残っていた水車を復活させたいという地元の

方々の要望を受け，平成４年７月に開館しました。国分寺崖線の緑やせせらぎ，

古刹深大寺を中心とする歴史的・文化的風情の中に溶け込み，和の趣きあるそば

店やみやげもの店とともに，多くの市民，来訪者を魅了する景観の一部となって

います。また，深大寺水車館の水車及び，展示回廊に展示する民俗文化財は，明

治時代後期から昭和初期までの武蔵野台地のくらしと生業を紹介する貴重な文

化資源・文化財であると認識しています。  

昨年９月に水車の水輪の一部が腐食により破損し，現在，修復作業を進めてお

りますが，修復後は，文化資源の観覧や粉ひきなどの体験活動を推進する中で，

引き続き文化の理解を深め，観光振興や地域の活力の向上に寄与できるよう努め

て参ります。  

このような調布市の歴史を理解するうえで欠かせない貴重な文化財等を末永

く後世に継承するため，保存の取組だけでなく，その魅力や価値を発信していく

とともに，現状では補助を見込めない水車その他文化資源の今後の維持管理につ

いては，国や東京都の動向を注視しながら，財源確保の取組についても調査・研

究して参ります。  

 

○藤川  満恵 議員（公明党）  

質問

要旨 

１ 子どもの発達に不安を持つ保護者への支援について  

(1) 子どもの発達に対する市の取組について  

イ 就学前後で変化する子どもたちの発達について  

ウ 正しい知識と相談体制について  

エ 家族支援・全教員へのサポートについて  

答弁

概要 

（教育部長答弁）  

市教育委員会の取組についてお答えします。  

翌年度に小学校へ入学する児童を対象に実施している就学時健康診断は，学校

保健安全法に基づき，内科・眼科・耳鼻咽喉科・歯科・その他の診断などを行っ

ています。また，面接等も実施し，発達の状況に応じて就学相談の案内を配布す

るなど適切な支援を受けられるようお知らせしています。就学支援シート等によ

り就学前の支援を小学校へつなぐとともに，就学後，特別な支援を必要とする児

童については，各学校の校内委員会で必要な支援を検討し，それぞれの特性に応

じた適切な指導や支援を実施しています。  
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次に，正しい知識の周知についてです。未就学児の保護者を対象とした就学に

関する説明会の開催やホームページでの動画公開により，就学時や卒業後を見据

えた特別支援教育や，学校での具体的な指導・支援の内容について早期からの情

報提供を行っています。また，すべての学校において，特別な支援を必要とする

児童・生徒に対し，適切な指導及び必要な支援を行うために，教職員の特別支援

教育についての専門性向上を目的とした研修を実施しています。  

次に，相談体制についてです。各学校では，担任のほか特別支援教育コーディ

ネーターとして保護者からの相談窓口の役割を担う教員を指名し，相談体制を構

築しています。また，市教育委員会では，学校生活全般の相談について，教育支

援コーディネーターを窓口として教育相談所・スクールソーシャルワーカー等が

連携して相談内容に応じた支援に努めています。  

最後に，教員へのサポート体制については，特別な支援を必要とする児童・生

徒への指導補助や個別指導のため，市立小・中学校全校にスクールサポーターを

配置しています。引き続き，担任の教員だけでなく，学校全体で支援できるよう

取り組んで参ります。  

 

○田村  ゆう子 議員（日本共産党） 

質問

要旨 

１ 教育環境の改善について  

(1) 苛酷な教育現場の実態と市の認識について 

(2) 教員不足への市の対応について  

(3) 公教育の役割と支援について  

２ ICT教育の推進と課題について  

(1) タブレット導入に関する市の課題認識について  

３ 水泳指導の充実に向けて  

(1) プールの日よけ対策について  

(2) 水泳指導の外部委託について  

答弁

概要 

（教育長答弁）  

教育現場の実態と市の認識についての質問にお答えします。  

全国的に教員不足が問題となる中，調布市においても同様の状況となっていま

す。本市の教員の欠員状況は，４月時点で１名，１１月時点で１４名となってお

ります。  

他方，教員の任命権者は東京都教育委員会ですが，市教育委員会として，教員

確保のために取り得る対応を行っています。具体的には，教員志望者向けに教員

の魅力を PRする資料を作成し「東京都公立学校教員採用セミナー」で公開したほ

か，育児休業等を取得する教員の代替となる教員の確保につなげるべく，市のホ

ームぺージに臨時的任用教員の募集案内を掲載する等，教員免許保有者への働き

かけにも努めております。  

令和４年度に国が実施した教員勤務実態調査では，全国的には依然として長時
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間勤務が多い状況が報告されていますが，本市においては，働き方改革の取組の

成果により，教員の時間外労働時間は減少傾向にあります。  

市教育委員会として，引き続き，教員が誇りとやりがいをもって，健康で充実

して働き続けられるよう必要な支援を行って参ります。  

 

（教育部長答弁）  

教員不足への市の対応についてお答えします。  

市教育委員会では，来年度に予想される教員不足に対応するため，教員の公募

制度を活用しております。教員は公募制度を利用することで任意の自治体へ異動

できるため，今年度に異動対象となる教員に向けた公募説明会において，調布の

魅力発信に取り組んで参りました。  

また，様々な業務を担っている教員の負担を軽減するため，市教育委員会は市

立学校へ人的措置を行っています。全ての市立小・中学校へスクールサポートス

タッフを配置しているほか，今年度からは，全小学校にエデュケーション・アシ

スタントを新たに配置しました。これらの人員は教員に代わり事務作業を担った

り，指導補助に当たったりするため，教員の授業準備や子どもと向き合う時間の

確保等につながっています。  

更に中学校では部活動指導員を配置しており，部活動の実技指導や大会の引率

を担当することで，顧問を務める教員の負担軽減を図っております。なお，教科

担任制については，専門性の高い教科指導，中学校教育への円滑な接続，多面的・

多角的な児童理解の促進等を図っていくことを目的に，モデル校を始め，一部の

小学校において導入しております。  

今後も引き続き，東京都の動向を注視しながら，会計年度任用職員制度等を活

用し，教員の負担軽減に取り組む中で，学校教育の質の維持向上に努めて参りま

す。  

 

公教育の役割と支援についてお答えします。  

公教育とは，すべての子どもたちが経済的・社会的環境に左右されることなく，

その能力を最大限に伸長させるために，平等な教育機会を提供するものと捉えて

います。そして，その公教育を担う教員の役割は，一人一人の子どもたちがそれ

ぞれの可能性を伸ばし，自立した個人として，心豊かに，これからの社会をたく

ましく生き抜く力を身につけさせることです。日々成長する子どもの教育に携わ

り，子どもたちへ最適な学びを展開するためには，教員の指導力によるところが

大きいと認識しています。  

そのため，教員が授業を始めとした子どもたちへの指導に専念でき，誇りとや

りがいを持てる環境を確保することが求められます。このようなことから，市教

育委員会は，「調布市立学校における働き方改革プラン」に基づき，教員の業務
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の一部を担う，様々な会計年度任用職員を学校に配置しております。このことに

より，一定の成果は得られてはいるものの，更なる環境改善が必要であると認識

しています。  

教員が子どもと向き合う時間を確保できる環境を整えるため，引き続き，国，

及び東京都教育委員会に対して，人的・財政的支援策の拡充などについて，市長

会等を通じて，強く要望して参ります。  

 

タブレット導入に関する市の課題認識についてお答えいたします。  

市教育委員会は，児童・生徒に１人一台端末を貸与し，様々な教育活動で活用

しながら，情報活用能力を育成しています。これらのＩＣＴ機器は授業のみなら

ず，家庭での学習においても活用の幅が広がっています。こうした中で，市立小・

中学校全校で大きな差異なく，ＩＣＴ教育を一層推進するためには，環境の整備

と併せて，教員のＩＣＴを活用した指導力の向上が必要であると認識していま

す。このことから，市教育委員会は，令和５年度から令和８年度までを期間とす

る「調布市立学校における教育の情報化推進計画」を策定し，市立小・中学校全

体でＩＣＴの整備・活用を通じた教育の質の向上に取り組んでいます。  

また，学校の支援体制としては，教員に対して，活用方法等や各学校における

好事例を周知・共有するほか，ヘルプデスクを設け，機器の使用に関する質問や

故障時の問い合わせに対応しています。併せて，ＩＣＴ支援員が定期的に学校を

訪問し，各校のニーズに応じた研修会や，授業でのＩＣＴ活用に関する相談対応，

端末のトラブル対応など，きめ細かに対応しており，活用促進だけでなく教員負

担の軽減も図っています。  

今後も市教育委員会は，ＩＣＴ教育のより一層の推進に向け，学校現場のニー

ズを丁寧に把握しながら，必要な支援の充実に向け取り組んで参ります。  

 

プールの日除け対策について，お答えします。  

近年の猛暑を受け，プールサイドの暑さ対策は，学校教育活動における課題の

一つと認識しています。このため，令和３年度に，八雲台小学校で実施したプー

ル水槽改修工事の中で，ジャバラ状に折りたたんだテント生地を開閉すること

で，日陰を作る，いわゆるオーニングを試験的に設置しました。  

設置後の効果としては，授業当日，プールに入れない児童の見学場所として役

立ったことや，開閉等の操作性についても，特段支障がないことを確認する一方

で，日中の太陽の位置によって，プールサイドに日陰ができないことが，課題で

あると考えています。  

今年度，新たに試験的に実施した，簡易的な日除けの設置の検証を行うととも

に，安全性や操作性の改善の検討と合わせ，費用対効果も含めて，引き続き調査・

研究を進めて参ります。  
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水泳指導の外部委託について，お答えします。  

学校における水泳指導は，児童生徒，一人一人が，水の危険から自己の生命を

守るために必要な，知識と技能を習得するための，重要な学習であると考えてい

ます。しかしながら，近年，猛暑の影響からプールが使用できず，必要な授業時

数が確保できない状況が，発生しております。そのため，市教育委員会では，気

象条件に左右されない，屋内プールの活用についての検討が必要であると考え，

今年度試験的に，調和小学校の屋内プールを活用した，取組を実施しました。  

また，市内には，民間が所有する屋内プールが複数存在し，こうした地域資源

の活用を視野に入れる一方で，事業者側に起因するリスクも含め，公共の屋内プ

ールの最適な在り方についても，検討する必要があると認識しています。屋内プ

ールの活用に当たっては，学校からの移動時間に課題があり，結果として，プー

ルへの入水時間が短くなるため，水泳指導の充実が必要となることや，水泳を専

門とするインストラクターを，外部指導補助員として配置した，少人数での指導

が有効であることの確認がとれました。さらに，外部指導補助員の配置は，水に

潜れない，泳げない児童はもとより，全ての児童に対して，充実した指導ができ

ることを確認するとともに，教員の負担軽減につながることも分かりました。  

このことを踏まえ，さらなる教育環境の充実を図るため，今後の水泳指導につ

いては，市内の屋内プールの活用と併せて，外部指導補助員を配置した，水泳指

導への，段階的な移行について，検討を進めて参ります。  

 


